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「あとみよ そわか」まとめの 3学期 

Niti  

 

 歯と口の健康週間（9/3～9/7） 

 子どもたちの歯と口の健康を守るための週間が行われました。歯科

衛生士さんによる歯の磨き方教室や、虫歯の原因のプラークを実際に

顕微鏡で観察するなど学年に応じた授業が行われました。子どもたち

も保護者も普段の歯磨きについて再度見直し、改めて歯磨きの大切さ

を実感することができました。いつまでも健康な歯で過ごせるよう学

校でも家庭でも歯と口の健康を守っていきたいと思います。 

本校の校長先生として S６２～H２にお勤めいただいた、堀籠 悦雄先生の 

お嬢様 稲華さんは書家でした。お父様が勤めている日滝小学校を訪問した 

折に見た日滝小学校の風景を詩にしたため、立派な掛け軸にしておられまし

た。稲華さんは、若くして亡くなられ、その掛け軸は遺品となりました。 

 そのように大切な遺品を、この度堀籠元校長先生のご厚意により、日滝小

学校にご寄贈いただくことになりました。日滝小学校の宝物がまた一つ増え

ることになり、本当に嬉しいです。子どもたちには始業式で紹介し、現在は

校長室前に展示しています。保護者のみなさんも、地域のみなさんもぜひ 

学校に足を運んでご覧になってください。 

 

日滝小学校の宝物が増えました！ 

 １年で１番短い学期が始まりました。学校に来る日は、全部で４７

日間です。２学期が８４日間だったことを考えると、あっという間に

過ぎてしまうのが３学期です。日数は４７日ですが、学年のまとめを

したり、新しい学年の準備をしたり、とても大切な学期でもあります。 

 校長先生からは、幸田露伴が娘の文に常に言い聞かせたという「あ

そみよ そわか」という言葉を紹介していただきました。それぞれの

学年の終わりを迎えるにあたり、「跡を見て もう一度確認せよ」そし

て、その学年でするべきこと、できるようにならないといけないこと

を「成就させよ」とお話いただきました。心も体も、学習もしっかり

「成就」させて次の学年にいけるよう、健康に気をつけて過ごしてい

きたいと思います。 

 保護者や地域のみなさまには、今年もまた様々なところでお力をお

借りすることになります。どうぞよろしくお願いします。 

 １・３・５年生の代表５名のお友達が、

３学期の目標を力強く発表しました。 

 １年生の輝さんは、漢字の書き順を間違

えないようにしたい、同じく１年生の心愛

さんはあいさつを自分から大きな声でした

いと発表してくれました。新しい１年生が

入ってくるとお兄さん、お姉さんになる１

年生です。張り切っている様子が伝わって

くる発表となりました。それぞれの目標に

向かって頑張る準備は万端です！ 
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スキー教室に行ってきました！ １月１１日（金） 

1・２年生は学校で雪遊び 
/ 

 ３学期の子どもたちのお楽しみはスキー教室です。今年も３年生～６年生が峰の原高原スキー場でスキ

ー教室を楽しみました。今年初めて参加した３年生の大半が、生まれて初めてスキーに挑戦する子どもた

ちでしたが、あっという間に上達し、インストラクターの先生とリフトに乗り、青空の広がるゲレンデを

気持ちよく滑ることができました。４年生から６年生は、昨年までの経験をもとに、さらに上達し、ゲレ

ンデを自由自在に滑っていました。お昼のカレーをぺろりと平らげ、おかわりも十分して午後のぎりぎり

までスキーを楽しみました。お天気にも恵まれ、最高のスキー教室となりました。 

 保護者のみなさんには、準備等お世話になりました。費用の面でも PTA会費より補助をいただきました。

ありがとうございました。 

 

いじめは絶対に許しません！ 
職員研修 

１月１６日（水） 

                    いじめとは「当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等

が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット

を通じて行われるものを含む）であって、当該行為の対象にな

った児童等が心身の苦痛を感じているもの」（いじめ防止対策

推進法）です。 

                    最近「いじめ」に関する記事が新聞に頻繁に掲載されます。 

                   私たち職員も改めて「いじめ」の定義について学び直しました。 

                   クラスの中に「いじめ」によって悲しい思いをする子どもがい 

ることのないように子どもたちの様子を注意深くみていきたいと思います。「そんなつもりはなかった」 

と言っても相手が「苦痛だった」といえば「いじめ」になります。学校、家庭、地域が連携して、日頃か 

ら「相手の気持ちを感じる心、想像する心」を育んでいきたい思います。 

ご心配なことがありましたら、すぐに学校までご相談いただきますようお願いします。 


